
 

 

  

2013 年 10 月 4 日 

日 本 銀 行  

 

「適格担保取扱基本要領」の一部改正等について 

 

 

日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、下記の諸

措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。 

本件は、金融調節の一層の円滑化を図る観点から、電子記録債権を適格

担保とするとともに、適格担保の担保価格等に関して金融市場の情勢等を

踏まえて行った定例の検証の結果に基づき、本行資産の健全性および市場

参加者の担保利用の効率性を確保する観点から、適格担保の担保価格等を

見直すものです。 

記 

１．「適格担保取扱基本要領」（平成 12 年 10 月 13 日決定）を別紙１のと

おり一部改正すること。 

２．「国債の条件付売買基本要領」（平成 14 年 9 月 18 日決定）を別紙２

のとおり一部改正すること。 

３．「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」（平成

16 年 4月 9日決定）を別紙３のとおり一部改正すること。 

４．「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」（平

成 23年 4月 28 日決定）を別紙４のとおり一部改正すること。 

以  上 

＜本件照会先＞ 

企 画 局 上 口（03-3277-2800） 

 二 宮（03-3277-3768） 

金 融 市 場 局 鈴 木（03-3277-1234） 

 大 塚（03-3277-1272） 

 



 

 

 

「適格担保取扱基本要領」中一部改正 

 

 

○ ２．（３）を横線のとおり改める。 

 

（３）適格担保の取扱いにおける市場情報の有効利用 

  適格担保の取扱いにおいては、市場機能を活用する観点から、適格

性判断における格付機関格付の利用、担保価格算定における時価情報

の利用、民間企業債務（社債、短期社債、保証付短期外債、企業が振

出す手形、コマーシャル・ペーパー（資産担保コマーシャル・ペーパ

ーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く。）、企業を

債務者とする電子記録債権および企業に対する証書貸付債権をいう。

以下同じ。）ならびに資産担保債券、資産担保短期債券および資産担

保コマーシャル・ペーパーならびに不動産投資法人債、短期不動産投

資法人債、不動産投資法人が振出す手形、不動産投資法人コマーシャ

ル・ペーパー、不動産投資法人を債務者とする電子記録債権および不

動産投資法人に対する証書貸付債権の信用度判断における公開情報の

利用等、市場情報の有効利用を図ることとする。 

 

○ ４．（１）ハ、を横線のとおり改める。 

 

ハ、その他の適格基準 

（イ）円建であること。 

（ロ）国内において発行、振出、発生記録または貸付等が行われたもの

であること。 

（ハ）準拠法が日本法であること。 

（ニ）（イ）から（ハ）までのほか、本行による担保権その他の権利の

行使に支障がないと認められること。 

 

 

別紙１ 



 

 

○ 別表１を横線のとおり改める。 

 

 

別表１ 

 

担保の種類および担保価格 

 

１．国債（変動利付国債、分離元本振替国債および

分離利息振替国債、物価連動国債ならびに割引短

期国債を除く。）および国庫短期証券（割引短期

国債および政府短期証券をいう。） 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９７９８％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９７９６％ 

（５）略（不変）  

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９４９２％ 

１－２．変動利付国債 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９７９８％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９６９５％ 

１－３．分離元本振替国債および分離利息振替国債 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９６９７％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９６９５％ 

（５）略（不変）  

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９０８９％ 

１－４．物価連動国債 

（１）残存期間１年以内のもの 時価の９２９０％ 

略（不変） 

略（不変） 

略（不変） 



 

 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９２９０％ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９０８９％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９０８７％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の８８８６％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の８７８３％ 

２．政府保証付債券 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９６９７％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９６９５％ 

（５）略（不変） 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９３９１％ 

３．略（不変） 

４．地方債 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９６９７％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９６９５％ 

（５）略（不変） 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９３９１％ 

５．財投機関等債券 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９５９６％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９５９４％ 

（５）略（不変） 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９２９０％ 

 

６．社債 

略（不変） 

略（不変） 

略（不変） 



 

 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９５９６％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９５９４％ 

（５）略（不変） 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９２９０％ 

７． 

８． 

９．資産担保債券 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９５９６％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９５９４％ 

（５）略（不変） 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９２９０％ 

１０．略（不変） 

１１．不動産投資法人債 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９５９６％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９３９４％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９１９３％ 

（６）略（不変） 

１２．略（不変） 

１３．外国政府債券 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９５９６％ 

略（不変） 

略（不変） 

略（不変） 

略（不変） 

略（不変） 



 

 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９５９４％ 

（５）略（不変） 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９２９０％ 

１４．国際金融機関債券 

（１） 

（２） 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９５９６％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９５９４％ 

（５）略（不変） 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９２９０％ 

１５． 

 

１７． 

１８．企業を債務者とする電子記録債権 

（１）残存期間１年以内のもの 残存元本額の９６％ 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９０％ 

（３）残存期間３年超５年以内のもの 残存元本額の８０％ 

（４）残存期間５年超７年以内のもの 残存元本額の７５％ 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期 残存元本額の６５％ 

が応当月内に到来するものを含む。） 

１９．不動産投資法人を債務者とする電子記録債権 

（１）残存期間１年以内のもの 残存元本額の９６％ 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９０％ 

（３）残存期間３年超５年以内のもの 残存元本額の８０％ 

（４）残存期間５年超７年以内のもの 残存元本額の７５％ 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期 残存元本額の６５％ 

が応当月内に到来するものを含む。） 

２０．政府（特別会計を含む。）を債務者とする電子

記録債権 

略（不変） ～ 

略（不変） 



 

 

（１）残存期間１年以内のもの 残存元本額の９７％ 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９５％ 

（３）残存期間３年超５年以内のもの 残存元本額の９０％ 

（４）残存期間５年超７年以内のもの 残存元本額の８５％ 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期 残存元本額の８０％ 

が応当月内に到来するものを含む。） 

２１．政府保証付電子記録債権 

（１）残存期間１年以内のもの 残存元本額の９７％ 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９５％ 

（３）残存期間３年超５年以内のもの 残存元本額の９０％ 

（４）残存期間５年超７年以内のもの 残存元本額の８５％ 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期 残存元本額の８０％ 

が応当月内に到来するものを含む。） 

２２．地方公共団体を債務者とする電子記録債権 

（１）残存期間１年以内のもの 残存元本額の９７％ 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９４％ 

（３）残存期間３年超５年以内のもの 残存元本額の８５％ 

（４）残存期間５年超７年以内のもの 残存元本額の８５％ 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期 残存元本額の７５％ 

が応当月内に到来するものを含む。） 

１８．２３．企業に対する証書貸付債権 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９１９０％ 

（３）残存期間３年超５年以内のもの 残存元本額の８５８０％ 

（４）略（不変） 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期 残存元本額の７０６５％ 

が応当月内に到来するものを含む。） 

１９．２４．不動産投資法人に対する証書貸付債権 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９１９０％ 



 

 

（３）残存期間３年超５年以内のもの 残存元本額の８５８０％ 

（４）略（不変） 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期 残存元本額の７０６５％ 

が応当月内に到来するものを含む。） 

２０．２５．政府（特別会計を含む。）に対する証

書貸付債権  

（１） 

 

（５） 

２１．２６．政府保証付証書貸付債権 

（１） 

 

（５） 

２２．２７．地方公共団体に対する証書貸付債権 

（１） 

（２） 

（３）残存期間３年超５年以内のもの 残存元本額の９０８５％ 

（４）略（不変） 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期 残存元本額の８０７５％ 

が応当月内に到来するものを含む。） 

（特則） 

１．から１４．までに掲げるもののうち、パス・ス

ルー債等、元本の分割償還が行われることがある債

券  

（１）貸付債権担保住宅金融支援機構債券 時価の９５９４％ 

（２）略（不変） 

略（不変） 

略（不変） ～ 

略（不変） ～ 



 

 

○ 別表２を横線のとおり改める。 

 

 

別表２ 

 

担保の種類ごとの適格基準 

 

担保の種類 適格基準 

国債（変動利付

国債、分離元本

振替国債およ

び分離利息振

替国債ならび

に物価連動国

債を含み、割引

短期国債を除

く） 

 

外国政府債券 

国際金融機関

債券 

 

企業を債務者

とする電子記

録債権 

（１）および（２）を満たしていること。 

 （１） 本行が適当と認める電子債権記録機関（以下

「適格記録機関」という。）により電子記録

が行われるものであること。 

 （２） 次のイ、またはロ、を満たしていること。 

 イ、 支払不能に伴う措置等を勘案して、手

形に類する機能を有すると本行が認め

るもの（以下「手形類似電子記録債権」

～ 

略（不変） 



 

 

という。）にあっては、次の（イ）お

よび（ロ）を満たしていること。 

  （イ） 債務者の信用力その他の事情

を勘案して、本行が適格と認め

るものであること。 

  （ロ） 発生日から支払期日までの期

間が１年以内のものであるこ

と。 

 ロ、 手形類似電子記録債権以外のものにあ

っては、次の（イ）および（ロ）を満

たしていること。 

  （イ） 債務者が適格格付機関からＡ

格相当以上の格付を取得して

いること等、債務者たる企業

の信用力その他の事情を勘案

して、本行が適格と認めるも

のであること。 

  （ロ） 残存期間が１０年以内のもの

（満期が応当月内に到来する

ものを含む。）であること。 
 

不動産投資法

人を債務者と

する電子記録

債権 

（１）から（３）までをいずれも満たしていること。 

 （１） 適格記録機関により電子記録が行われるも

のであること。 

 （２） 次のイ、またはロ、を満たしていること。 

 イ、 手形類似電子記録債権にあっては、次

の（イ）および（ロ）を満たしている

こと。 

  （イ） 投資法人が債務者であって、債



 

 

務者たる投資法人の信用力そ

の他の事情を勘案して、本行が

適格と認めるものであること。 

  （ロ） 発生日から支払期日までの期

間が１年以内のものであるこ

と。 

 ロ、 手形類似電子記録債権以外のものにあ

っては、次の（イ）および（ロ）を満

たしていること。 

  （イ） 投資法人が債務者であって、債

務者が適格格付機関からＡＡ

格相当以上の格付を取得して

いること等、債務者たる投資法

人の信用力その他の事情を勘

案して、本行が適格と認めるも

のであること。 

  （ロ） 残存期間が１０年以内のもの

（満期が応当月内に到来する

ものを含む。）であること。 

（３） 債務者たる投資法人の主たる運用対象が、不

動産、不動産の賃借権および地上権ならびに

これらを裏付資産とする資産担保証券、その

他本行がこれらに類する不動産関連資産と

認める資産であること。 
 

政府（特別会計

を含む。）を債

務者とする電

子記録債権 

政府保証付電

子記録債権 

（１）から（３）までをいずれも満たしていること。 

（１） 適格記録機関により電子記録が行われるもの

であること。 

（２） 入札等の貸付条件の決定方法等を勘案して、

本行が適格と認めるものであること。 



 

 

（３） 残存期間が１０年以内のもの（満期が応当月

内に到来するものを含む。）であること。 
 

地方公共団体

を債務者とす

る電子記録債

権 

（１）から（３）までをいずれも満たしていること。 

（１） 適格記録機関により電子記録が行われるもの

であること。 

（２） 入札等の貸付条件の決定方法、債務者におけ

る公募地方債の発行実績等を勘案して、本行

が適格と認めるものであること。 

（３） 残存期間が１０年以内のもの（満期が応当月

内に到来するものを含む。）であること。 
 

企業に対する

証書貸付債権 

 

地方公共団体

に対する証書

貸付債権 

 

（附則） 

この一部改正は、平成２５年１０月末までの総裁が別に定める日から実施

する。ただし、電子記録債権に係る一部改正は、平成２６年２月末までの総

裁が別に定める日から実施する。

～ 略（不変） 



 

 

 

「国債の条件付売買基本要領」中一部改正 

 

 

○ 別表１を横線のとおり改める。 

 

 

別表１ 

 

時価売買価格比率 

 

１．買入の場合 

（１）売買国債（変動利付国債および物価連動国債を

除く。） 

イ．略（不変） 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの        １．００６１．００５ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの       １．０１４１．０１２ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの      １．０２０１．０２３ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの      １．０２９１．０３７ 

へ．残存期間３０年超のもの           １．０３８１．０５２ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの           １．００６１．００３ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの        １．００９１．００５ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの       １．０１２１．０１０ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの      １．０２３１．０２１ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの           １．０３９１．０４８ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの        １．０４２１．０５０ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの       １．０５１１．０５８ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの      １．０５８１．０７０ 

別紙２ 



 

 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの      １．０６８１．０８５ 

へ．残存期間３０年超のもの           １．０７７１．１０２ 

 

２．売却の場合 

（１）売買国債（変動利付国債および物価連動国債を

除く。） 

イ．略（不変） 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの        ０．９９５０．９９６ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの        ０．９８７０．９８９ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの      ０．９８１０．９７８ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの      ０．９７２０．９６６ 

へ．残存期間３０年超のもの           ０．９６５０．９５３ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの           ０．９９５０．９９８ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの        ０．９９２０．９９６ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの       ０．９８９０．９９１ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの      ０．９７８０．９８０ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの           ０．９６４０．９５６ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの        ０．９６１０．９５５ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの       ０．９５４０．９４８ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの      ０．９４８０．９３８ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの      ０．９４００．９２７ 

へ．残存期間３０年超のもの           ０．９３３０．９１５ 

 



 

 

○ 別表２を横線のとおり改める。 

 

 

別表２ 

 

担保価格 

 

１．受入の場合 

（１）担保国債（変動利付国債、分離元本振替国債お

よび分離利息振替国債ならびに物価連動国債を

除く。） 

イ．略（不変） 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの       時価の９９．５９９．６％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの       時価の９８．７９８．９％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの     時価の９８．１９７．８％ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの          時価の９７．２９６．５％ 

へ．残存期間３０年超のもの          時価の９６．４９５．１％ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの     時価の９９．５９９．８％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの     時価の９９．２９９．６％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの    時価の９８．９９９．１％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの    時価の９７．８９８．０％ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの     時価の９６．３９５．５％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの     時価の９６．０９５．３％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの    時価の９５．２９４．６％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの    時価の９４．６９３．５％ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの    時価の９３．７９２．２％ 

へ．残存期間３０年超のもの     時価の９２．９９０．８％ 

 



 

 

２．差入の場合 

（１）担保国債（変動利付国債、分離元本振替国債お

よび分離利息振替国債ならびに物価連動国債を

除く。） 

イ．略（不変） 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの          時価の１００．５１００．４％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの        時価の１０１．３１０１．１％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   時価の１０１．９１０２．２％ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの      時価の１０２．８１０３．５％ 

へ．残存期間３０年超のもの        時価の１０３．６１０４．９％ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの   時価の１００．５１００．２％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの   時価の１００．８１００．４％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの  時価の１０１．１１００．９％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの  時価の１０２．２１０２．０％ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの   時価の１０３．７１０４．５％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの   時価の１０４．０１０４．７％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの  時価の１０４．８１０５．４％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの  時価の１０５．４１０６．５％ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの  時価の１０６．３１０７．８％ 

へ．残存期間３０年超のもの   時価の１０７．１１０９．２％ 

（附則） 

この一部改正は、平成２５年１０月末までの総裁が別に定める日から実施

する。 



 

 

 

「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」中一部改正 

 

 

○ 別表を横線のとおり改める。 

 

 

別表 

 

時価売却価格比率 

１．利付国債（変動利付国債および物価連動国債を

除く。）および国庫短期証券 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの       ０．９９５０．９９６ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの      ０．９８７０．９８９ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの     ０．９８１０．９７８ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの          ０．９７２０．９６６ 

（６）残存期間３０年超のもの          ０．９６５０．９５３ 

２．変動利付国債 

（１）残存期間１年以内のもの          ０．９９５０．９９８ 

（２）残存期間１年超５年以内のもの       ０．９９２０．９９６ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの      ０．９８９０．９９１ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの     ０．９７８０．９８０ 

３．物価連動国債 

（１）残存期間１年以内のもの    ０．９６４０．９５６ 

（２）残存期間１年超５年以内のもの       ０．９６１０．９５５ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９５４０．９４８ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの     ０．９４８０．９３８ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの   ０．９４００．９２７ 

（６）残存期間３０年超のもの    ０．９３３０．９１５ 

別紙３ 



 

 

（附則） 

この一部改正は、平成２５年１０月末までの総裁が別に定める日から実施

する。



 

 

 

 

「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」中 

一部改正 

 

 

○ ２．（２）を横線のとおり改める。 

 

（２）対象となる担保の種類 

 

次の各号に掲げる債務者（ただし、手形については支払人。）の別に

応じ、当該各号に掲げる種類の担保とする。 

 

イ．被災地に事業所等を有する企業 

 

社債、手形、電子記録債権および証書貸付債権 

 

ロ．被災地の地方公共団体（全部または一部の市区町村が被災地に含ま

れる県または市を含む。以下同じ。） 

 

電子記録債権および証書貸付債権 

 

ハ．被災地地方公共団体出資法人（被災地の地方公共団体が全額出資し

ている法人のうち、被災地に事業所等を有するものをいう。以下同じ。） 

 

電子記録債権および証書貸付債権 

別紙４ 



 

 

○ ３．（１）から（３）までを横線のとおり改める。 

 

（１）被災地に事業所等を有する企業の債務 

 

担保の種類 適格基準 

社債 

手形 

 

電子記録債権 

 

イ．からハ．までをいずれも満たしていること。 

イ．適格記録機関により電子記録が行われるもの

であること。 

ロ．（イ）または（ロ）を満たしていること。 

（イ）債務者が、担保差入先金融機関の直近の

自己査定において正常先に区分されている

こと（以下、イ．、本号およびハ．により

適格とされた電子記録債権ならびに（３）

に定める電子記録債権を総称して「正常先

電子記録債権」という。）。 

（ロ）債務者が適格格付機関からＢＢＢ格相当

以上の格付を取得しているもの（債務者が

発行する社債（保証付社債を除く。）がＢ

ＢＢ格相当以上の格付を取得しているもの

を含む。）のうち、債務者の信用力その他

の事情を勘案して、本行が適格と認めるも

のであること。 

ハ．残存期間が１０年以内のもの（満期が応当月

内に到来するものを含む。）であること。 

証書貸付債権 略（不変） 

 

（２）被災地の地方公共団体に対する証書貸付債権の債務 

 

残存期間が１０年以内のもの（満期が応当月内に到来するものを含

む。）であること。 

 

略（不変） 



 

 

担保の種類 適格基準 

電子記録債権 

 

イ．およびロ．を満たしていること。 

イ．適格記録機関により電子記録が行われるもの

であること。 

ロ．残存期間が１０年以内のもの（満期が応当月

内に到来するものを含む。）であること。 

証書貸付債権 残存期間が１０年以内のもの（満期が応当月内に到

来するものを含む。）であること。 

 

（３）被災地地方公共団体出資法人に対する証書貸付債権の債務 

 

イ．およびロ．を満たしていること。 

 

イ．債務者が、担保差入先金融機関の直近の自己査定において正常先に

区分されていること。 

 

ロ．残存期間が１０年以内のもの（満期が応当月内に到来するものを含

む。）であること。 

 

担保の種類 適格基準 

電子記録債権 

 

イ．からハ．までをいずれも満たしていること。 

イ．適格記録機関により電子記録が行われるもの

であること。 

ロ．債務者が、担保差入先金融機関の直近の自己

査定において正常先に区分されていること。 

ハ．残存期間が１０年以内のもの（満期が応当月

内に到来するものを含む。）であること。 

証書貸付債権 イ．およびロ．を満たしていること。 

イ．債務者が、担保差入先金融機関の直近の自己

査定において正常先に区分されていること。 

ロ．残存期間が１０年以内のもの（満期が応当月

内に到来するものを含む。）であること。 

 



 

 

○ ４．（１）から（３）までを横線のとおり改める。 

 

（１）被災地に事業所等を有する企業の債務 

社債  

イ． 

ロ． 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの     時価の９５９６％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの    時価の９５９４％ 

ホ．略（不変） 

ヘ．残存期間３０年超のもの         時価の９２９０％ 

 

手形 手形金額の８０７９％ 

 

  電子記録債権 

イ．正常先電子記録債権  

（イ）残存期間１年以内のもの       残存元本額の７９％ 

（ロ）残存期間１年超３年以内のもの    残存元本額の６２％ 

（ハ）残存期間３年超５年以内のもの    残存元本額の４５％ 

（ニ）残存期間５年超７年以内のもの    残存元本額の３５％ 

（ホ）残存期間７年超１０年以内のも    残存元本額の２０％ 

の（満期が応当月内に到来するも 
のを含む。） 

 

ロ．イ．以外のもの  

（イ）残存期間１年以内のもの       残存元本額の９２％ 

（ロ）残存期間１年超３年以内のもの    残存元本額の７９％ 

（ハ）残存期間３年超５年以内のもの    残存元本額の６５％ 

（ニ）残存期間５年超７年以内のもの    残存元本額の５５％ 

（ホ）残存期間７年超１０年以内のも    残存元本額の４５％ 

の（満期が応当月内に到来するも 
のを含む。） 

 

証書貸付債権  

イ．正常先証書貸付債権  

略（不変） 



 

 

（イ）残存期間１年以内のもの    残存元本額の８０７９％ 

（ロ）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の６３６２％ 

（ハ）              

（ニ）                     

（ホ）残存期間７年超１０年以内のも 残存元本額の２５２０％ 

の（満期が応当月内に到来するも 
のを含む。） 

 

ロ．イ．以外のもの  

（イ）残存期間１年以内のもの    残存元本額の９３９２％ 

（ロ）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の８０７９％ 

（ハ）  

（ニ）  

（ホ） 

 

（２）被災地の地方公共団体に対する証書貸付債権の債務 

電子記録債権  

イ．残存期間１年以内のもの        残存元本額の８７％ 

ロ．残存期間１年超３年以内のもの     残存元本額の８４％ 

ハ．残存期間３年超５年以内のもの     残存元本額の７５％ 

ニ．残存期間５年超７年以内のもの     残存元本額の７５％ 

ホ．残存期間７年超１０年以内のも     残存元本額の６５％ 

の（満期が応当月内に到来するも 
のを含む。） 

 

  証書貸付債権 

イ． 

ロ． 

ハ．残存期間３年超５年以内のもの   残存元本額の８０７５％ 

ニ．略（不変） 

ホ．残存期間７年超１０年以内のも   残存元本額の７０６５％ 

の（満期が応当月内に到来するも 
のを含む。） 

 

略（不変） 

略（不変） 

略（不変） 



 

 

（３）被災地地方公共団体出資法人に対する証書貸付債権の債務 

電子記録債権  

イ．残存期間１年以内のもの        残存元本額の７９％ 

ロ．残存期間１年超３年以内のもの     残存元本額の６２％ 

ハ．残存期間３年超５年以内のもの     残存元本額の４５％ 

ニ．残存期間５年超７年以内のもの     残存元本額の３５％ 

ホ．残存期間７年超１０年以内のも     残存元本額の２０％ 

の（満期が応当月内に到来するも 
のを含む。） 
 

  証書貸付債権 

イ．残存期間１年以内のもの      残存元本額の８０７９％ 

ロ．残存期間１年超３年以内のもの   残存元本額の６３６２％ 

ハ．  

ニ． 

ホ．残存期間７年超１０年以内のも   残存元本額の２５２０％ 

の（満期が応当月内に到来するも 
のを含む。） 

 

 

○ ５．を横線のとおり改める。 

 

５．手形、正常先電子記録債権および正常先証書貸付債権に関する特例的取

扱い 

 

（１）担保差入額の限度 

 

３．（１）および（３）の適格基準に基づき金融機関が担保として

差入れる手形、正常先電子記録債権および正常先証書貸付債権の担保

価額の合計額は、当該金融機関が差入れている担保価額の総額に、５

０％以内の別に定める割合を乗じた金額を超えることはできない。 

 

（２）信用力の判断 

 

略（不変） 



 

 

３．（１）および（３）の適格基準に基づく手形、正常先電子記録

債権および正常先証書貸付債権の債務者の信用力の判断については、

「適格担保取扱基本要領」４．（３）の規定を適用しない。 

（附則） 

この一部改正は、平成２５年１０月末までの総裁が別に定める日から実

施する。ただし、電子記録債権に係る一部改正は、平成２６年２月末まで

の総裁が別に定める日から実施する。 


